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「コロナ禍にあっての人間と差別」をテーマに 

９月３日開催の第１３回「差別と人権」研究集会に向

け、６月３０日、

田原本青垣生

涯学習センタ

ーで第１回実

行委員会が開

かれた＝写真。協賛する行政関係、各種団体、ＮＰＯ

各支局の代表らが出席。研究集会の開催要綱などに

ついて協議し、確認した。 

古川友則・理事長があいさつ。「コロナの感染が急

拡大している。国内では、死者が３万人を超えた。市

民生活は大きく脅かされ、社会経済活動も厳しい制

限を強いられている。企業の倒産で解雇、雇い止め

が増加。貧困格差はますます拡大する。ロシアがウク

ライナに侵攻。それによって、軍事的緊張がますます

高まる。飢餓、貧困問題も切実だ。紛争や戦争は差

別を拡大するばかりか、差別することを『正義』化する。

集会では、『コロナ禍にあっての人間（いのち）と差別

を考える』をテーマに議論し合いたい」と話した。 

 

最首悟・和光大学名誉教授が記念講演 

実行委では、今回の研究集会は２回連続中止した

企画を継承して開催することを確認。集会の日程、内

容、運営、任務分担を確認、決定した。 

記念講演は最首悟（さとる）・和光大学名誉教授が

行う。最首さんは相模原「津久井やまゆり園事件」の

植松聖（さとし）被告と接見や文通を続けている。植松

被告が重度障害者を「心失者（しんしつしゃ）」と呼ぶ

考えや行動は決して「異端」ではなく、ごく普通に社会

や人の奥深いところに潜んでいる、という。 

 

「コロナと差別」テーマにパネルディスカッション 

パネルディスカッションは、３人のパネラーが議論す

る。高橋年男さん（沖縄県精神保健福祉連合会理事）

は沖縄における精神「障害者」に対する「私宅監置」

の歴史と現実を、加藤めぐみさん（大阪府済生会ハン

セン病回復者支援センター）はハンセン病患者を８９

年間の長きにわたって強制隔離し続けた歴史と現実

を、北三郎さん（優生保護法国賠訴訟原告）は僅か２

０数年前まで子どもを持つことも許されず、不妊手術

を強制された多くの障害者に対する歴史と現実を、そ

れぞれ報告する。そのあと、「コロナパンデミックと差

別」のテーマで議論を交わす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２２年８月１日 

第１４０号 

NPOなら人権情報センター 

来月３日に研究集会を開催 

第１３回奈良県「差別と人権」研究集会 

◆９月３日（土）午前９時半～午後４時半 

◆田原本町・田原本青垣生涯学習センター 

(磯城郡田原本町阪手233-1) 

◆テーマ 「コロナ禍にあっての人間（いのち）と

差別を考える」 

◆記念講演 最首悟・和光大学名誉教授「コロ

ナ禍にあっての人間（いのち）と差別―この国

の今を考える」 

◆パネルディスカッション パネラーは①高橋年

男さん（公益社団法人沖縄県精神保健福祉

連合会事務局長）②加藤めぐみさん（社会福

祉法人恩腸財団大阪府済生会ハンセン病回

復者支援センター・コーディネーター）③北三

郎さん（優生保護法国賠訴訟原告/東京） 

◆参加費 ３５００円（弁当代含む） 
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三宅町人権学習講座（全５回）が開講 

三宅町人権学習講座が７月１２日、町交流まちづく

りセンターＭｉｉＭ

ｏであった。町民、

町職員ら５５人が

参加した。講座

は今年度初の開

催で、中谷亮一・町教育委員会事務局長が主催者あ

いさつ。事業委託を受けているＮＰＯなら人権情報セ

ンターの古川友則・理事長があいさつした。 

講師は関西沖縄文庫主宰の金城馨さん。「沖縄人

として日本人を生きる」をテーマに話をした＝写真。 

 

「人類館事件」での意識は今も眠ったまま 

金城さんは、まず、１９０３年に大阪で開かれた内国

勧業博覧会での学術人類館問題を取り上げた。人類

館ではアイヌ、台湾、琉球、朝鮮、中国、インド、ジャワ

の人々を陳列、展示した。いわゆる「人類館事件」だ。 

その見せる側、見られる側、見る側の意識を比較。

見られる側の琉球は「アイヌ人、台湾人と同列視した」

と抗議し、琉球人を引き上げ、見る側に移った。 

でも、日本人の見せる側と見る側の双方とも問題化

されずに、事件の本質は眠ったまま、２０１６年、大阪

府警機動隊の「土人発言」として飛び出すことになる。 

沖縄における米軍基地の存在は、基地を押し付け

る側と押し付けられる側、そして、それを見ている側の

三者の関係として、まさに人類館事件と重なる。 

 

今も続く植民地政策の「正しさの暴力」 

「金城」という苗字は、日本語では「キンジョウ」、ま

たは「カネシロ」が正しい発音とされる。だが、沖縄で

は「カナグスク」が正しい発音となる。 

しかし、日本人が沖縄を理解しようとしたとき、沖縄

人は当然のように日本語で話すこととなる。そもそも多

数派の日本人と少数派の沖縄人は対等ではない。 

沖縄人は日本語で「キンジョウ」と名乗らなければな

らない。結果、日本の「正しさ」が沖縄の「正しさ」をつ

ぶすのである。これは「正しさ」の暴力と言える。 

このことは戦前にあった日本の植民地政策が今も

沖縄で続いていることを表している。 

 

「多文化共生」ではなく、「異和共生」を 

違いを認め合うことは否定しない。だが、一歩進ん

で理解しようとする。良いことの

ようだが、違いは薄れ、同じに

近づき同化する。多文化共生が

違いを含めたすべての存在をイ

メージしているのであれば、違

いを認めるどころか、違いを一

つにまとめることによって同化政策に突き進む。 

では、次のようにイメージしてはどうか。違いを壁と

して維持するが、互いの壁の間を「共生の空間」にし、

違った者同士がそこで対話して関係性を育む。「多文

化共生」ではなく、「異和共生」の空間だ。 

 

「沖縄人として日本人を生きる」と自覚 

沖縄人という感情と日本人という感情が自分の中で

伸び縮みを繰り返してきた。沖縄人を選んでも、日本

人である中身が消えるはずはない。日本人を選んでも、

沖縄人であった過去が消えることはない。この事実を

受け入れたとき、安定感のある曖昧さに変わる。ここで

初めて「沖縄人として日本人を生きる」と自覚できる。 

◇          ◇ 

参加者の感想は、「差別をしないふりは差別を続け

ていること。少しずつ差別を続けない社会を続ける行

為をする、が印象に」「今まで沖縄人と考えたことがな

かった。都道府県の一つという認識。異和共生の社会

をつくっていけたら」と。参加者は沖縄の現在、過去を

学び、沖縄と向き合う視点を掴むことができた。 

第２回講座は８月２３日に。講師はウィメンズカウン

セリング京都の竹之下雅代さん。テーマは「地域で起

こっていること～女性の生きづらさ、コロナ、暴力」。 

金城馨さんが沖縄を語る 
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社会福祉法人ひまわり支える会が総会 

社会福祉法人ひまわりを支える会の第２２回総会が

７月９日、三宅町にある「ひまわりの家」で開催された。 

 総会では、古川友則・代表幹事があいさつ。ひまわ

りの家での活動がコ

ロ ナ 禍 に お け る

様々な困難の中、

多くの仲間たちが

力を合わせて乗り

越えてきたことに敬意を表する。ロシアのウクライナ侵

攻や、その影響を受けての安全保障問題をめぐる前

のめりした議論に対しては危惧を感じる。安倍元首相

銃撃事件など、今日的状況に不安が募る。こんなとき

こそ、一人ひとりがしっかりと問題を考えることが大切

だ。「学童保育」をめぐっては、昨年１２月に民事訴訟

を行った。この闘いへの理解と支援を、と語った。 

 

事業計画は「わくわくランド」「バザー」などを 

 このあと、議長を選出。議長あいさつのあと、議事に

入った。２０２１年度活動報告では、コロナの感染拡大

の中、感染予防のため、「わくわくランド」や「生き活き

交流祭」が中止に追い込まれ、バザーも行われなかっ

た。学習会、子どもの居場所づくり事業などもできなか

った。運営委員会なども延期になった、と報告。決算

報告、会計報告とも、それぞれ承認された。 

２０２２年度活動方針では、「わくわくランド」「バザ

ー」「学習、交流会」などの事業計画案を、また、予算

案、新役員案が提案され、承認された。 

恒例の新しく入職した職員の自己紹介もあり、賑や

かな総会となった。 

 

「ひまわりの家」のこの間の取り組み状況 

今年になって、ノロウイルスと新型コロナウイルスの

集団感染があり、通所事業を休止するという大きなダ

メージを受けた。だが、スタッフが団結し、知恵と力を

振り絞り、乗り切った。「当事者主体」の理念に基づき、

一人ひとりの生活を大切に考えて対応し、乗り越えた。

ひまわりメンバーの踏ん張りと、家族の協力によって

事態を収拾することができた。 

 ２月から始めた終の棲家としてのグループホーム「い

なほ・みのり」は、入所希望者は集まったが、慢性的な

支援者不足で運営が不安定な状態。そのため、福祉

で働く海外人材の受け入れ準備を進めている。 

 

止まったままの他の機関との連携を模索へ 

ピープルファーストでは、「旧優生保護法」による強

制不妊手術に対する「国賠訴訟」で、２月２２日の大阪

高裁、３月１１日の東京高裁で排斥期間は不当とする

判決が出て、「全面勝訴」した。引き続き、仙台のピー

プルファースト会員の裁判を含め、支援をしていく。 

事業所内保育所を運営してきた「ひまわりのたね」

は地域型保育に移行。大淀町にある「わかば」は、新

しい建物が完成。農福連携事業所として動き出した。 

この２年間、三宅小学校や他の機関との連携がで

きない状況が続いている。関係を絶やすことのない新

しい交流の在り方を模索することにしている。 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

８月１０日まで「みそら」屋で開催中 

第１１回「カンボジアからの風展」が７月１４日から８

月１０日まで、三宅町「あざさ苑」内の喫茶「みそら」屋

で開催中だ＝写真。ひまわりの家にも縁のある古川

沙樹さんが代表を務める「サン

タピアップ」の商品を展示、販

売している。 

 クエサダイ（ブレスレット）をは

じめ、カンボジアの素敵なアク

セサリーやクロマー（スカーフ

のようなもの）などの雑貨品が

たくさん揃う。「カンボジアからの風」展に足を運び、楽

しんでほしい。 

コロナ禍の困難を乗り越えて 

カンボジアからの風 展 
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架け橋 長島・奈良を結ぶ会が映画を鑑賞 

架け橋 長島・奈良を結ぶ会が７月２３日、橿原市

でハンセン病問題学習会を開き、ドキュメンタリー映画

「一人になる―医師小笠原登と

ハンセン病隔離政策」を鑑賞。

孤立無援の中、国策の大きな

流れに向き合い続けた医師小

笠原の生き様を学んだ。 

 小笠原は１８８８年、愛知県あ

ま市甚目寺村の圓周寺の次男

として生まれた。祖父は漢方医師。母から、患者と一

緒に生活したこともあるが、誰もうつった人はいないと

聞き、大した病気ではないと感じていた。 

京都大学医学部を卒業後、皮膚科特別研究室で

多くの患者を治療。数多くの臨床体験からハンセン病

は病原性が極めて弱く、免疫力が弱い体質の人しか

発病せず、不治の病ではないと知る。 

帝国主義の道を深めたい日本は、浮浪する患者の

存在を国の恥とし、「民族の浄化」を叫ぶ。これを強力

に推進したのが医師の光田健輔だ。光田は「恐るべき

病毒をまき散らす浮浪患者は国家と家族の恥辱であ

り公衆衛生上有害であり強制収容するべき」と主張。１

９０７年の「癩予防ニ関スル件」制定を導く。１９１５年に

患者の子孫は残さないと断種手術を開始。１９３０年に

日本最初の国立療養所「長島愛生園」の園長に就く。 

１９３１年に「癩予防法」が成立し、「絶対隔離」が始

まる。官民一体の「無らい県運動」が起こり、患者への

差別と迫害が激しくなった。 

 

「癩(らい)予防法」に抗い、絶対隔離政策に抵抗 

 小笠原は「癩予防法」に抗い、隔離政策に抵抗。

「強烈な伝染病ではない」と、論文「癩に関する三つ

の迷信」を発表する。 

小笠原は仏教徒。属していた真宗大谷派は国策の

強制隔離政策に協力する。「光明会」を設立し「絶対

隔離施設ノ促進」に全力を挙げた。相談役には、光田

や「癩予防協会」会長の渋沢栄一らが就任した。 

光田は１９５１年、文化勲章を授与。国は光田の絶

対隔離収容政策を正当化した。授与後、光田ら三園

長は「手錠でもはめて捕まえ強制的に入れればいい」

と国会証言。１９５３年の「らい予防法」を方向付けた。 

１９９６年、「らい予防法」が廃止され、国賠訴訟が始

まると、小笠原の京大時代の弟子、大谷藤郎は原告と

国の双方の証人として、「予防法」の誤りを証言。１９７

２年に厚生省療養所課長に就任し、処遇改善に取り

組む。「らい予防法は間違いと考えたのは厚生省で私

以外には誰もいなかった」と語っている。 

真宗大谷派は「らい予防法」廃止に伴い、「光田健

輔らの意見のみを根拠に隔離という政策の徹底に大

きな役割を担った」と謝罪した。 

編集後記 ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

安倍元首相が銃殺された。場所が奈良だった

ため、衝撃は強烈だった。メディアは大々的にそ

の死を悼み、業績を称える報道を流し続けた。

「民主主義の危機」「言論封鎖」だと事件を批判し

た。でも、冷静に考えたい。安倍政治の評価だ。

国会論戦を封じ、憲法無視の有事法制を強行策

定。異議を唱える民意は踏みにじった。モリカケ

桜の私物化疑惑には頬被り。官僚人事に介入

し、ヒラメを増殖。壊憲を叫び、歴史をねつ造。格

差を広げ、民主主義を壊し続けてきた。このことの

検証なしに、賛美、礼賛する国葬などあり得な

い。これ以上誤った方向に進まぬ政治が必要だ。 

ニュースレター「人権なら」 

発行：ＮＰＯ法人なら人権情報センター 
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小笠原登医師の生き様を学ぶ 


